


別 紙 

 

１ 収 入 

 

   政務活動費  １５０，０００ 円 

 

２ 支 出 

（単位：円） 

科    目 金  額 備考 

研究研修費  
 

調 査 旅 費   137,367 円     

【行政視察】 

（１）子どもまちづくり基金助

成金事業について 

（２）豊岡市ジェンダーギャッ

プ解消の取り組みについて 

（３）奥州市産前産後ケア及び

子育て支援の取組について 

資料作成費  
 

資料購入費 24,750 円 
日本教育新聞購読料（令和７年

４月～令和７年 12 月） 

広 報 費  
 

広 聴 費  
 

その他の経費 13,500 円 
議会タブレット通信費（令和７

年４月～令和７年 12 月） 

合    計 175,617 円 
 

  注 備考欄には、主たる支出の内訳を記載すること。 

 

３ 残 額         ０ 円 

 



佐々木真琴.xlsx

項目 内容 摘要

調査旅費

交通費　さくらトラベル（花巻→大阪/神戸）片道 51,360 円

レンタカー利用料金（6/14～6/18） 23,500 円

宿泊料（6/14～15　２泊　高知県高知市） 23,500 円

駐車場代（高知市） 1,600 円

宿泊料（6/16～17　２泊　兵庫県豊岡市） 13,400 円

燃料代（レンタカーのガソリン） 7,797 円

小計 121,157 円

交通費　東日本旅客鉄道（宮古⇔水沢）往復 6,160 円

宿泊料（1/13　奥州市） 10,050 円

小計 16,210 円

調査旅費費　計 137,367 円

資料購入費 （１）日本教育新聞購読料（令和７年４月～令和７年12月） 24,750 円

小計 24,750 円

その他の経費
（１）議会タブレット端末通信費
　　（令和７年４月～令和７年12月分通信費）

13,500 円 1,500円×９か月

その他の経費　計 13,500 円

175,617 円

宮古市議会政務活動費支払明細書

金額

【行政視察】
（１）子どもまちづくり基金助成金事業「こうちこどもファンド」について
　　　（6/14～6/16　高知県高知市）

 （２）ジェンダーギャップ解消の取り組みについて（6/17～6/18　兵庫県豊岡市）

合　　　計

【行政視察】
（３）産前産後ケア及び子育て支援の取組について（1/13～1/14　奥州市）























店とも連携。例えばイタリアンレストランの売上の⼀部をファンドに寄付する仕組みも導⼊し、持

続可能な資⾦循環を地域に根付かせている。 

• 本取組のキーパーソンは地元の畠中洋⾏⽒（NPO 法⼈わがこと代表理事）であり、制度設

計や地域連携を推進してきた中⼼⼈物である。学術的には早稲⽥⼤学名誉教授の卯⽉先

⽣が⻑年伴⾛し、官⺠学連携で推進していた。 

• 実際に提案された企画は⼦どもだからこそ気づく視点や、⽇頃活動しているものをステップアップさ

せたいというような⾓度のものまで多様であった。 

 

所感・学び 

• とさっこタウンからこうちこどもファンドへと展開した流れは、⼦どもの挑戦を年齢に応じて段階的に

受け⽌める「成⻑の階段」として⾮常に参考になった。 

• なぜこの地域でここまで⼦どもの主体的な学びが可能なのか。その要因として以下が挙げられる 

【制度的基盤】︓2012 年に施⾏された「⾼知市⼦どもまちづくり基⾦条例」により、⾏政として

⼦どもの主体的活動を⽀援する明確な法的基盤がある。 

【⼦ども主体の設計】︓申請から審査・実⾏までを⼦どもが担う仕組みで、⼤⼈は補助的役割

に徹する制度設計となっている。 

【伴⾛⽀援】︓アドバイザーや⼤学⽣の伴⾛により、⼦どもたちが安⼼して挑戦できる環境が整

っている。 

【地域全体の⽀え合い】︓企業や飲⾷店からの寄付連携など、教育を「社会全体で⽀えるも

の」と位置づけており、共感性と持続性が⾼まっている。 

【実績背景】︓「とさっこタウン」で育まれた“⼦どもを信じる⽂化”が⼟台にあり、審査会でも地域

の⼤⼈が⼦どもを応援する姿勢が根付いている。 

• 視察で⾒た⼦ども審査員の姿は、⾃ら問いを⽴てて議論し、主体性を発揮する教育効果を端

的に⽰していた。また、⼤⼈では空気を読んで質問を控える場⾯でも、⼦ども審査員は躊躇なく

本質的な質問を投げかけており、その鋭さに圧倒された。 

導⼊を検討したい点 

• ⼦どもの主体的な社会参画を⽀える制度的基盤を整備する必要がある。⾼知市では 2012

年に「⾼知市⼦どもまちづくり基⾦条例」（平成 24 年 4 ⽉施⾏）を制定し、⾏政として⼦ど

もの主体的なまちづくり活動を推進する法的基盤を整えている。同条例第 1条には「⼦どもが

主体となって取り組むまちづくり活動を推進することで…将来を担う⼈材の育成を図る」と記載さ

れており、企画・審査・実⾏を⼦どもに委ねる仕組みを⾏政が明確に⽀援する姿勢が⽰されて



いる。このように条例で制度化することが、取り組みの継続性・信頼性を⾼める鍵となる。担当が

変わっても地域と良好な関係を築き、趣旨⽬的がずれることなく継続していくことができる。 

• 関連したところでは、宮古市には⼦どもの主体的社会参画を⽀える条例「宮古市⼦ども条例」

が整備されている。その中では、「主体的に社会に参加する環境を整える」ことが基本理念とし

て明⽂化されており、⾏政・学校・地域・市⺠の責務も明記されているが、実際の制度への結び

つきは現状ではまだ低い印象がある。今後はこの条例の⽅向性も整理していく必要がある。 

• 宮古市には現在、「宮古市⽣きる⼒を育む事業補助⾦」に新たに⾼校⽣枠を設けた。60万

円上限で全額補助というものである。審査は教育振興基⾦審査委員会で⾏われるが、より本

格的な⼦どもの主体的な学びの構築のために引き続きより良い制度設計を模索したい。⼀⽅

で、宮古市の場合は 60万円と予算が⼤きすぎる懸念もあるため、⼦どもの主体性と予算感の

調整も必要であると考える。 

• ⼦ども⾃⾝が審査員となる公開審査はイメージとしてはイベントのようなもので、地域の⾃治体

の⽅が応援にきていたり、保護者が⾒に来ていたり、⼦どもたちの主体性を⾒届け応援する⼤⼈

がたくさんいるアットホームな場であったことが印象的。宮古市でも、⼦供主体の事業の場合は

特に固い審査会や委員会ではないやり⽅も⼿法として検討していきたい。 

• 企業・飲⾷店と協⼒し、⽇常的な消費⾏動から⼦どもファンドに寄付が集まる仕組みを検討し

ていきたい。 

テーマ② 兵庫県豊岡市の観光施策（TTI／地域連携 DMO） 

視察内容 

• 豊岡市では、城崎温泉のカニ料理観光（11 ⽉〜3 ⽉ピーク）を中⼼に、観光需要が偏る構

造的課題を抱えていた。他地域との⽐較で危機感を持った旅館業界が発端となり、⾏政との協

働で「豊岡観光イノベーション（TTI）」が 2020 年に始動。 

• 当初、観光庁の補助⾦申請は不採択となり、市単独で約 3,700 万円を拠出してデータ基盤

を整備。36 の旅館から会費を集める形で運営をスタートした。現在は市からの負担⾦（約

5,000万円）と⾃主財源（約 6,000万円）を組み合わせる財政構造へと移⾏している。 

• DMO は旗振ってきたというよりも、市⺠・旅館組合の「共存共栄」の⾵⼟が基盤。⼤⽕災から

の復興や町屋の再建、公衆浴場や学校再開の歴史を通じて、地域⼀丸で街を守る⽂化がす

でに根付いていたことが⼤きいと事業本部⻑はいう。 

• データ利活⽤では、OTA データや独⾃アンケートを収集し、定点調査や現場ヒアリングを通じて

「⼣⾷難⺠」など実態を検証。宿泊施設の情報を飲⾷・⼟産物に還元する仕組みを構築し、

廃棄削減や在庫調整など具体的成果を⽣んでいる。 

• JR 特急の乗⾞データと連動した販売促進、LINE による速報配信など、DX といえど、⼿動で



空き状況を確認して、会員に情報を流すなど、現場⽬線の⼯夫も導⼊。 

• 組織は 14名体制で外国⼈スタッフも配置。⼤学と連携してインバウンドマーケティング授業を実

施するなど、教育・⼈材育成も進めている。 

• 出資には市のほか、銀⾏、交通事業者（ウィラー、全但バス）などが参画し、⺠間資本を含ん

だ盤⽯な体制を構築している。 

 

所感・学び 

• 全国の DMOの事例調査の中では TTIはとても有名で、全部がうまく⾏っている事例のようなイ

メージがあったが、ここまでの経緯を聞くと、そんな簡単なものではなかったことがわかった、地道に

積み重ね、⼀歩ずつ進んできていることが明確にわかった。 

【データ分析体制構築までのタイムラグ】旅館 36 軒から⽉ 1 万円ずついただいてデータ分析

のためのデータ購⼊を始めた。だが、最初の⼀年はデータの収集でいっぱいいっぱいだったのでその

36施設はドブに捨てるようなことになる。事実１万は出せないという宿もあったようだが、そこで温

泉旅館のキーパーソンが前宿に対し啖呵を切ってくれなんとか始まったという経緯があった。 

【データ分析を地域や施設に理解してもらう難しさ】当初、簡単な説明から初めて⾏った。みん

な初⼼者なのでできない施設に合わせていた。そうするとリテラシーの⾼い⼈を置いてきぼりにして

しまっていた。そこで⽅針を転換し、不満は解消してきた。加えて、データ分析についてのリテラシ

ーはあるけどやる気がない⼈をどのように巻き込んだかも聞いた。すると、キーマンだと感じる⼈に関

しては⾮常に戦略的に動き、その⼈をなんとしてでも巻き込んでいくという姿勢をとっていた。やる

気もリテラシーもない⼈にアプローチするのは難しい。そういった層は伴⾛⽀援も好まない場合が

多いため TTI ではその層にはアプローチしないことにしているそう。 

• データに基づき「やらない」という判断を⽰す姿勢も⾮常に印象的。観光施策を打つ前に、綿密

なリサーチとシミュレーションの実施をしている。実証実験のようなこともしない、⼤体のことはシミュ

レーションで把握できるとのこと。このように投資対効果で厳しく検証することで、勘による多⽅⾯

からの要請や要望に毅然と対応していた。これがまさに DMO の果たすべき役割であろうと感じた。 

• 隔週 1 回の市担当課との議論・報告を通じ、⾏政と DMO が常に課題を共有していた。こうす

ることで透明性とスピード感の両⽴を実現していると感じた。担当課の出席者は部⻑・課⻑・係

⻑級までとのことで、部⻑ともこのペースで認識合わせしていることに市としての観光への強い意

識と覚悟を感じた。 

• TTI はコロナ禍までは補助⾦という形で市からの資⾦をもらっていたが、3 年前（2022 年）か

ら負担⾦に変更した。これは「TTI 側から要望した。市が頑張って理解してくれた」と事業本部

⻑は表現していた。これも⽇頃のコミュニケーションがあったからこそ、課題感の共有ができ、信頼



関係がある中で実施できていたことであると推察する。 

• ⼈材育成⾯でもマネジメント体制を整えていた。「やはり、給与と仕事が連動していないといけな

い、そこが真髄である。」と⺠間から市に派遣され、TTI の事業本部⻑を務める⽅は⾔っていた。

最近⼈事制度を変え、賃⾦も変えながらより良い職場を⽬指す覚悟を感じた。 

• 観光を単なる交流⼈⼝増加でなく「地域経済の柱」として捉え、⽂化政策・教育政策と連動さ

せている点が豊岡モデルの強みであった、市が想定している観光の位置付けや重要度が⾮常に

⾼いと感じたことに加え、それを明確に話の節々で感じた。予算ではなく、担当者の熱意と連携

の賜物である。 

 

導⼊を検討したい点 

• 市が観光をどう位置づけているかの確認 

まず、市が観光を「地域経済の柱」としてどの程度の重要度を持って推進しようとしているのかを

明確に確認する必要がある。観光の位置づけが曖昧なままでは、施策や組織体制の⽅向性が

定まらない。 

• DMO と⾏政との情報交換体制の強化 

豊岡では隔週で⾏政との議論を重ね、課題や⽅向性を共有していた。宮古市では、DMO と

観光課が業務を分担しており、⽇常的な情報交換が不⾜している点が課題と感じる。情報共

有の回数や場を増やし、スピード感と透明性を確保する仕組みを検討する。 

• ⾃主財源⽐率を⾼める仕組みの構築 

補助⾦依存から脱却し、負担⾦や⺠間からの収益を組み合わせて持続可能な経営を⽬指す

必要がある。特に補助⾦では⼈事制度や給与改善など柔軟な運⽤が難しいため、⾃主財源

拡⼤は⼈材確保にも直結すると国も指摘している。 

• ⼈事交流制度の活⽤ 

豊岡の事業本部⻑は、⺠間からの⼈事交流で豊岡市に派遣されている⼈材であった。市の制

度や企業との交流を⽣かし、外部⼈材を巻き込む仕組みは、市役所だからこそ実現できる強み

である。宮古市でもこうした交流・⼈材登⽤の仕組みを検討する。 

テーマ③ 豊岡市の多様性推進・ジェンダーギャップに資する施策 

視察内容 

• 豊岡市では、2012 年「いのちの共感に満ちたまちづくり条例」を⽪切りに、多様性推進の法

的・制度的基盤を段階的に整備してきた。 

• 現在はジェンダーギャップ解消戦略（2021–2030）、多⽂化共⽣推進プラン（第 2 次

改定）、2025 年 3 ⽉策定予定の多様性推進⽅針の 3 本柱を有機的に連携させ、庁内と



市⺠・事業者を巻き込んだ推進体制を整備している。 

• 検討委員会の趣旨・体制 

趣旨︓多様性推進⽅針に基づき、市の施策に多様性の視点を取り⼊れ、市全体で「多様性

を受け⼊れ、⽀え合うまちづくり」を進めること。 

組織︓検討委員会（市⺠・事業者・団体代表などで構成）多様性推進本部（庁内横断

組織／部⻑級が参加）分科会（ジェンダーギャップ対策、多⽂化共⽣推進の 2系統） 

アドバイザー︓⽥村太郎⽒（ダイバーシティ推進）、⼤崎⿇⼦⽒（ジェンダー平等）。国や国

際社会の潮流を踏まえた助⾔を担う。 

開催︓年 6回（全体会 2 回＋分科会 4 回）。審議・情報提供・意⾒交換を通じて、進⾏

管理や新たな施策⽴案を⾏う。 

�  市役所の内部改⾰ 

• 2018年に「ワーク・ライフ・バランス推進室」を設置し、職員の働き⽅改善に取り組み始めた。 

• 男⼥ともに 3〜5 年周期で異動しているが、⼥性職員は窓⼝系部署に偏る傾向が強く、将来

的な管理職登⽤に影響していた。 

• その実態把握のため、40 代職員の異動履歴調査などを実施し、データに基づく課題把握を進

めている。 

�  企業向けの取り組み 

• 「安⼼カンパニー認証」制度を導⼊し、働きやすさや男性育休取得率などを基準に市内事業所

を認定・表彰。通過率は約 23％と厳格に運⽤している。 

• 男性育休取得者には市⻑から応援メッセージを⼿渡すなど、取得を後押しするユニークな仕組

みを整備。 

• 介護や⼦育てを⽀援する「サポート休暇制度」などを設けた企業も登場し、実際に経営層が⾃

ら育休を取得する事例も出ている。 

�  市⺠参画・教育への広がり 

• ⾼校⽣や若者を対象にヒアリングを⾏い、提⾔書を計画に反映する仕組みを導⼊。 

• 学校教育にも波及し、⽣徒会活動やリーダー研修にジェンダー視点を取り⼊れるなど、次世代

育成と接続している。 

• 地域では、ジェンダー意識を啓発する絵本制作やワークショップも展開し、市⺠に気づきを与える

⼯夫をしている。 

�  財源⾯・推進体制 

• 施策は主にくらし創造部の所管で、ふるさと納税を活⽤するなどして安定的に財源を確保。他

施策を圧迫せず持続している。 



• 産業界や商⼯団体と連携し、ジェンダー課題を「経済課題」「地域課題」として位置づけ、⾏政

内部にとどまらず広く波及させている。 

所感・学び 

�  データで可視化することの重要性 
• ⼥性職員が窓⼝業務に偏って配置されることが「経験不⾜→⾃信⽋如→管理職登⽤意欲の
低下」につながるという指摘は本質的であり、強く納得した。 
単に「なりたい⼈がいない」という思い込みではなく、実際の⼈事データを分析することが不可⽋
だと痛感した。 

�  企業・地域を巻き込む発想 
• 安⼼カンパニー認証の厳しい基準設定（通過率 23％）や、男性育休取得を応援するユニー
クな施策は、社会全体の⾵⼟を変えるきっかけになっていた。 

• 地⽅でジェンダーに取り組む際、「正義」だけでなく「経済」「⼈材確保」と結びつけて推進すること
が有効であるという⽰唆を得た。 

� 市⺠参画の⼿法 
• 若者ヒアリングや絵本づくりを通じ、ジェンダーを“気づき”として広げる⼯夫は⾮常に印象的だっ

た。 
• 「計画を作ってからパブコメ」ではなく「計画を作る前から市⺠参画」という形は、納得感を⾼める

仕組みとして⾮常に優れている。 
� 宮古市との⽐較での気づき 
• 宮古市では条例や理念はあるが、施策や組織に落とし込む仕組みが乏しい 
• 「やりたい⼈がいない」と断じる前に、配置や制度設計に内在するバイアスを⾒直すことが必要だ

と感じた。 
 

導⼊を検討したい点 

• データ分析に基づく構造的課題の可視化︓ジェンダーギャップ是正を市がどの程度重要な課
題と捉えているのかをまず明確にする必要がある。単なる個別施策にとどまらず、市全体の政策
の柱のひとつとして位置づけることが求められる。 

• 市としての課題認識の確認:職員⼈事や登⽤の実態調査を実施し、性別による配置偏りや
登⽤格差の実態を数値で把握する。エビデンスに基づき「なぜ⼥性管理職が少ないのか」の根
本を明らかにする。 

• 市⺠参画型の政策形成:若者や⾼校⽣・市⺠へのヒアリングを政策形成の初期段階から取り
⼊れることで、納得感のある取り組みを設計する。豊岡市のように「計画前に参画を組み込む」
形を参考にすべき。 



• ジェンダー平等を経済・⼈材政策と結びつける視点:地域の⼈材不⾜・産業振興・⼈⼝減少
対策と結びつけることで、ジェンダー政策を「正義」だけでなく「持続可能な地域経営」に資する
施策として推進していく。 



写真上︓こうちこどもファンド公開審査会案内 
写真下︓開始前のこども審査員の事前MTG 



 
写真上︓こうちこどもファンド公開審査会 会場内様⼦ 
写真下︓発表するこどもと、審査するこども 



写真上︓こうちこどもファンド公開審査会 集計の様⼦ ⼤⼈のサポート 
写真下︓審査結果 



 

 
 
 
写真︓こうちこどもファンド寄付者⼀覧  

全部で４枚ほどあった 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

写真上左︓市内飲⾷店での寄付付き商品 
写真上右・下︓メニューにも寄附の旨が明記されている 



写真上︓豊岡市多様性推進・ジェンダーギャップ対策検討委員会 看板 
写真下︓検討委員会の様⼦ 傍聴席より 



写真上︓アドバイザー（ジェンダーのアドバイザー⼤崎⿇⼦先⽣）からのインプットの様⼦ 
写真下︓委員のメンバーで学びや課題のシェア 



 

写真上︓豊岡市役所 外側 
写真下︓TTI が重点エリアとする城崎温泉の様⼦ 













（４） 提供形態 

宿泊型ケア︓水沢病院にて 1 泊 2 日（木〜金）、最大 3 回まで利用可能 

日帰りケア︓水沢病院、ホテル、温泉施設等を活用し、最大 7 回まで利用可能 

訪問型ケア︓助産師が自宅を訪問し、最大 7 回まで対応 

 

３．奥州市の産後ケアにおける特徴的な点 

今回の視察で特に印象的であった奥州市の特徴は、以下の点である。 

（１）「制度の外で詰まりやすい部分」を先回りして解消する設計 

 多くの自治体では、制度上は産後ケアが用意されていても、上の子の預け先が確保で

きない→経産婦向けの一時預かり助成 

 里帰り出産の場合に利用しづらい→市外・里帰り出産時の産後ケア利用に対する償

還助成 

 数百円〜数千円の自己負担が心理的ハードルになるといった理由で、「本当に支援が

必要な人ほど使えない」ケースが生じやすい。→食事代も行政負担 

（２）現場助産師がママさんファーストでママの味方で事務方職員に多数進言する環境 

 多くの自治体では、国・県補助により利用料は無償であっても、食事代のみ自己負担

としている例が少なくない。一方で、奥州市では、食事代の負担もしている理由を聞い

たところ、除スァン氏からの強い要望だったとのこと。「600 円、1,000 円といった金額で

あっても、それが壁となり、使ってほしい人ほど利用しなくなる」と、現場の助産師がしっか

り事務方にリアルな実態を届けている。 

 

４．現場専門職と行政の関係性 

奥州市の産後ケア事業の推進力として強く感じたのは、助産師と行政との信頼関係と役割分担

の明確さである。 

 助産師は、日々母親と向き合う専門職として、育児不安、制度の使いづらさ、家庭ごと

の背景や事情を丁寧に把握し、行政に伝えている。 

 一方で、制度設計、予算化、事業としての持続性の担保については、事務方が責任を

もって担い、日常的な情報共有・連携を通じて事業に反映してきたとの説明があった。 

 専門職が「声を届け」、事務方職員が「制度として形にする」。この役割分担が明確であ

ることが、奥州市の産後ケアのスピード感と丁寧な拡充につながっていると感じた。 

 

 



５．流産・死産等への配慮 

奥州市では、流産・死産を経験した方についても、申請により訪問型産後ケアの利用が可能と

なっている。 

 需要は現状では多くないものの、同室とならない配慮や、利用期間の柔軟な調整など、当

事者の心身への負担に配慮した対応を検討・実施している点も特徴的であった。 

 

所感・学び 

 奥州市の産後ケア事業は、単に「メニューが多い」「無料である」という点にとどまらず、誰のため

の制度なのかを徹底的に考え抜いて設計されている点に強い学びを得た。 

 特に、助産師がどこまでも母親の味方であり続け、現場のリアルな声を行政に届け、それを行政

が制度として着実に反映してきたプロセスこそが、この事業の根幹であると感じた。 

導入を検討したい点 

宮古市における産後ケアは、従来の訪問型、および昨年からの通所型開始した段階であり、現時点

では、産後ケアの提供体制が十分に整っている自治体とは言い難い。事実、訪問も遅くて全然頼りにな

らなかったとの声も聞いているところだ。 

一方で、奥州市の産後ケアは、市立病院が存在することにより宿泊型を病院で実施できている側面

があるものの、それだけで現在の水準に至ったわけではなく、担当課および現場の努力によって、制度が

丁寧に積み上げられてきたことが強く印象に残った。 

特に、体制整備の根本として重要だと感じたのは、助産師の確保・雇用の在り方である。奥州市では

当初、助産師を会計年度任用職員として確保していく方針を検討していたが、事実それでは確保が困

難であることが判明し、結果として助産師 2 名を正規職員として採用したことが、丁寧な産後ケアを本

格的に開始する出発点になっていた。これは、産後ケアの拡充を「制度設計」や「メニューの追加」の問題

として捉える以前に、専門職を安定的に配置できる体制を整えることが、事業の質と継続性の根幹であ

ることを示唆している。 

宮古市では現時点で宿泊型の導入は容易ではないが、宿泊型は助産師がいればできるものである。

奥州市や釜石市のように「病院でなければできない」ということでもないはずである。助産師等の専門職が

確保できれば、ホテル等の既存施設の活用、県立病院との連携、民間施設との協働、さらには空き家

等を活用した拠点づくりなど、宿泊型導入に向けた検討余地は大きいと考える。現在の通所型を担って



いる産婦人科の協力に依存するだけでなく、複数の選択肢を持った提供体制を構想することが必要であ

る。 

もっとも、こうした体制整備には財政負担も伴うため、国・県補助の活用可能性、事業効果（利用

状況・待機状況・支援が届くべき層への到達）を踏まえた段階的な整備計画が求められる。奥州市の

事例は、「支援が必要な人ほど使えない」壁をどう解消するかという視点で制度が磨かれてきた点に特徴

があり、宮古市においても、まずは現行事業の利用実態と課題を丁寧に点検した上で、専門職確保と

提供手段の多様化を含めた次の拡充を検討していきたい。 

 

視察②奥州市議会 

本視察では、産後ケア事業の説明・施設見学にあわせて、奥州市議会の議場についても視察を行

った。奥州市議会では、AI を活用した発言の文字化システムが導入されており、議場内の発言がリアル

タイムで文字表示される仕組みが整備されている。実際の運用を確認したところ、その文字起こしの精度

は想像以上に高く、発言内容の要点や流れを把握する上で有効であると感じた。このシステムは、耳が

聞こえにくい方への情報保障としての役割にとどまらず、傍聴者や議員にとっても、発言内容の理解を助

け、議論の可視化につながるものであり、議会のアクセシビリティ向上と議論の質の向上の双方に寄与す

る先進的な取り組みであると評価できる。議会は、市民にとって必ずしも分かりやすい場とは言い難い側

面を持つが、このような技術を活用した環境整備は、議会を「伝わる場」「開かれた場」に近づける一助に

なると感じた。 



 



 
 
 
 
 
 






























